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情報公開制度について 
 

１ いわき市情報公開条例の概要 

現行のいわき市情報公開条例に定める主な事項は次のとおり。 

 

第１章 総則 

目的（第１条） 

この条例は、地方自治の本旨に基づき、行政情報の開示を請求することを市民の権

利として保障するとともに、行政情報の開示及び情報提供の推進等に関し必要な事項

を定めることにより、市政運営の公開性の向上を図り、もって市の機関の諸活動を市

民に説明する責務が全うされるようにすること及び市民の的確な理解と批判の下にあ

る公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。 

 

第２章 行政情報の開示 

請求権者（第５条） 

行政情報を開示請求できるのは次の者 

⑴ 市内に住所を有する者 

⑵ 市内に事務所等を有する個人・法人・団体 

⑶ 市内に勤務する者 

⑷ 市内に通学する者 

⑸ その他利害関係者 

開示義務（第７条） 

次の情報を除き原則開示 

⑴ 法令秘情 

⑵ 個人識別情報 

⑶ 法人等事業活動情報 

⑷ 公共安全情報 

 

⑸ 国等協力関係情報 

⑹ 意思形成過程情報 

⑺ 事業遂行情報 

決定期限（第 11条） 開示等決定は請求があった日から 15日以内に行う 

費用負担（第 13条） 手数料は無料とし、写しの作成・郵送に係る実費のみ負担 

審査請求（第 15条） 
開示等決定に不服がある場合は審査請求を行うことができる

（いわき市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問） 

 

第３章 情報提供の推進等 

実施機関の情報提供の推進（第 19条） 

実施機関は、保有する情報を積極的に市民に提供するように努めなければならない。 

 

第４章 雑則 

検索資料の作成（第 22条）・実施状況の公表（第 23条） 
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２ 情報公開制度の運用状況 

⑴ 行政情報開示請求件数 

行政情報開示請求件数は年々増加傾向にあり、直近５年間で請求件数は２倍以上に増

加している。 

年度 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

請求件数 575 822 794 1,065 1,229 

 全部開示 490 730 676 935 1,097 

 部分開示 79 89 18 121 114 

 不開示 6 3 0 9 18 

 

〔参考〕保有個人情報開示請求件数 

年度 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

請求件数 285 254 249 258 259 

 全部開示 102 72 88 88 81 

 部分開示 174 178 60 167 174 

 不開示 9 4 1 3 4 

 

⑵ 行政情報開示請求の内訳（令和４年度） 

行政情報開示請求の内訳としては金入設計書に係る請求が最も多く、全体の約８割を

占めている。請求件数が直近５年で２倍以上となったのは、金入設計書に係る請求が急

増したことが要因となっている。 

年度 Ｈ30 Ｒ４ 

請求内容 請求件数 比率 請求件数 比率 

金入設計書 379 65.9 ％ 982 79.9 ％ 

下水道台帳 99 17.2 ％ 99 8.1 ％ 

食品・理美容営業許可一覧 19 3.3 ％ 15 1.2 ％ 

NPO・社会福祉法人決算関係 3 0.5 ％ 4 0.3 ％ 

その他 75 13.0 ％ 129 10.5 ％ 

 

⑶ 行政情報開示請求と保有個人情報開示請求の主な違い 

 行政情報開示請求 保有個人情報開示請求 

根拠 いわき市情報公開条例 個人情報保護法 

請求対象 市が保有する行政情報 
市が保有する行政情報のうち、 

個人情報が記録されているもの 

請求権者 市民等 

何人も 

（ただし、請求対象は自己を本人 

とする保有個人情報に限る） 

費用負担 手数料は無料とし、写しの作成・郵送に係る実費のみ負担 
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３ いわき市情報公開条例制定の経過 

本市における情報公開制度は、住民の自治意識の向上や行政参加を求める意識の高まり

に伴い、行政機関が保有する情報の公開が強く要望されていることを受け、情報公開制度

は憲法に定める「地方自治の本旨」の重要な要素である「住民自治」の理念に沿った民主

的な行政運営を進める上で欠かせないものであると認めたことから、様々な議論を重ね、

平成 10 年７月１日に「いわき市情報公開条例」（以下、条例という。）の制定に至ったも

の。 

平成８年11月13日 
いわき市情報公開制度懇話会を発足 

（学識経験者、団体代表者等 15名を委員として委嘱） 

平成８年11月13日 

～ 

平成９年３月 28日 

いわき市情報公開制度懇話会を合計 11回開催し、 

情報公開制度について審議 

平成９年３月 28日 
いわき市情報公開制度懇話会より市長に対し、 

「いわき市における情報公開制度に関する提言」を提出 

平成10年３月31日 いわき市情報公開条例 公布 

平成 10年７月１日 いわき市情報公開条例 施行 

 

 

４ 情報公開制度に係る環境の変化 

本市の情報公開制度は、平成 10年７月より条例に基づく運用を開始し、以来 20年以上

経過している。この間、情報公開制度を取り巻く環境は次のとおり変化している。 

 

⑴ 平成 13年４月１日に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（以下、情報公

開法という。）が施行され、その中で地方公共団体においても法の趣旨に沿った施策の

実施が求められている。 

● 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 

（地方公共団体の情報公開） 

第 25 条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開

に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 

 

⑵ 平成 10 年の条例制定以降、行政情報開示請求件数は次第に増加し、直近の令和４年

には 1,229件に達した。情報公開制度は市民に定着した制度になったと言える。 

年度 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

行政情報開示請求件数 575 822 794 1,065 1,229 

 

⑶ 国においては、平成 22 年に「行政透明化検討チーム」により法改正を含めた情報公

開制度の見直しが進められており、国民の知る権利の保障にふさわしい充実した内容と

なるよう、情報公開法の改正案が国会へ提出された。（改正法案については衆議院解散

により廃案。）  



4 

 

５ 制度見直しの必要性 

⑴ いわき市以和貴まちづくり基本条例に定める「めざすまちの姿」の実現 

本市においては平成 29年に「いわき市以和貴まちづくり基本条例」（以下、まちづく

り基本条例）を制定し、『誰もが「住んで良かった、住み続けたい」と思える魅力にあふ

れた「いわき」』を「めざすまちの姿」として掲げている。この「めざすまちの姿」の実

現にあたっては、「情報の共有」「市民参画」「連携」を共創のまちづくりの基本原則とし

ており、情報公開制度はこの基本原則を支える重要な制度である。まちづくり基本条例

において、市は「共創のまちづくりに関する施策を総合的に策定し、及び実施する」こ

ととしており、「めざすまちの姿」の実現に向けた市の役割を果たすため、情報公開制度

はより利便性が高く、かつ開かれた制度とする必要がある。 

 

⑵ 本市の施策の影響範囲 

これまで本市の情報公開制度は条例の目的のとおり市民のための制度として整備・運

用されてきた。しかし、デジタル社会やＤＸの推進が図られている現在において、情報

化の進展や経済活動の広域化等により、市政に関する情報を必要とする者は市民に限定

されなくなってきている。本市が行う移住定住、商工・観光に係る施策等についても、

その対象は市外にまで及んでおり、行政施策の広域化と合わせ、市外の方に対しても市

政に関する情報を入手する機会の保障が求められる。 

 

⑶ 社会全体のデジタル化 

令和５年度より施行された改正個人情報保護法では、社会全体のデジタル化に対応し

た「個人情報保護」と「データ流通」の両立をその目的としており、また同法は全ての

自治体に適用されることから、市が保有する情報についても官民や地域の枠を超えた利

活用を前提としなければならない。 

 

 

 

以上を踏まえ、これらの要因に対応した情報公開制度の見直しについて検討する。 

 

なお、国に先立ち全国の自治体が情報公開条例を整備した後に、情報公開法において各

自治体は法の趣旨にのっとった情報公開制度の実施が求められたことを受け、他の自治体

においては法に準じた条例の制定や改正が行われている。 
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６ 見直し検討事項 

「５ 制度見直しの必要性」の内容を踏まえ、次の４点について情報公開制度（情報公

開条例）の見直しを検討するほか、必要に応じてその他の事項についても見直しを検討す

る。 

 

⑴ 請求権者 

条例制定後の環境の変化等を踏まえた、行政情報開示に係る請求権者の範囲につ

いて。 

 

⑵ 手数料 

行政情報開示請求に対する対価として、新たに手数料を定めることについて。 

 

⑶ 権利濫用の防止 

請求権者の範囲を拡大する場合、情報公開制度の趣旨に反する請求（悪意ある請

求）が行われるリスクが高まることから、請求権の濫用に該当する場合は請求を拒

否することについて。 

 

⑷ 不開示情報 

条例に定める不開示情報について、個人情報保護制度と同様に情報公開制度にお

いても法の規定に合わせた文言となるよう調整することについて。 

 

 

 

【用語】 

条例 いわき市情報公開条例 

請求権者 
いわき市情報公開条例に基づく行政情報開示請求を行う権利を 

有する者 

手数料 いわき市情報公開条例に基づく行政情報開示請求に係る手数料 

懇話会 いわき市情報公開制度懇話会 

情報公開法 
行政機関の保有する情報の公開に関する法律（地方公共団体は 

対象に含まれない） 

個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律（地方公共団体も対象に含まれる） 

中核市 
政令指定都市を除く人口 20万人以上の都市で、都道府県が行う

一部の事務について移譲を受け処理する 
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⑴ 請求権者（変更） 

条例制定後の環境の変化等を踏まえ、請求権者の範囲の見直しについて検討する。 

 

【現状】 

条例により、請求権者を市民等に限定している。 

● いわき市情報公開条例 

（請求権者） 

第５条 次に掲げるものは、実施機関に対し、行政情報（第５号に掲げるもの

については、そのものの有する利害関係に係る行政情報に限る。）の開示を請

求することができる。 

⑴ 市の区域内に住所を有する者 

⑵ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体 

⑶ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

⑷ 市の区域内に存する学校に在学する者 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市の機関の事務又は事業に利害関係を有す

るもの 

 

【現行制度の経過】 

① 懇話会からの提言 

請求権者について、次の３つの型に大別した上で検討を行った。 

請求者区分 狭義の市民型 広義の市民型 何人型 

区域内に住所を有する者 〇 〇 〇 

区域内に事業所等を有する 

個人・法人・団体 
〇 〇 〇 

区域内へ通勤・通学する者  〇 〇 

利害関係者  〇 〇 

その他（誰でも）   〇 

何人型とすることについて一定の意義を認めつつも、次の理由などを勘案し、

あくまでも市民を中心に据えた上で範囲を拡大する形式が適当と判断し、「広義の

市民型」を採用した。 

・ いわき市における制度であり、地方自治の一環をなすものであること 

・ 開示請求権は行政不服審査や行政訴訟にもつながる強い権利であること 

・ 何人にまで請求権を認めた場合に市の経済的負担等に対する市民感情につ

いて考慮する必要があること 
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② いわき市情報公開条例の制定 

いわき市情報公開条例における請求権者の範囲の設定にあたっては、懇話会の

提言による考えを採用し、「広義の市民型」としている。 

なお、利害関係者としては市の事業等に起因し、その者が有している権利、義

務、利益等が直接影響を受け、あるいは受けることが予想される場合に該当する

こととしている（この場合の請求対象は利害関係がある行政情報に限定される）。 

 

【中核市の動向】 

● 請求権者の範囲 

何人も 41市 

市民等（任意開示あり） 21市 

市民等（任意開示なし） ３市 

条例制定以降、請求権者を「何人も」へ拡大した中核市は 14市。 

任意開示も含めると、市民等以外に対して請求権を認めていないのは中核市で

は３市（秋田市、いわき市、倉敷市）のみ。 

※ 任意開示とは、情報公開条例に定める請求権者には該当しない者に対し、情

報公開条例に準じて任意に開示を行う制度。任意開示の場合は決定に対する

審査請求権を認めないこととしている。 

 

【見直し案】 

≪請求権者を「何人も」へ拡大する≫ 

本市は中核市として通常県が担っている事務の一部について、その権限（保健所

の設置など）が移譲されている。また、本市が行う政策、特に商工・観光・産業に

係る施策についてはその影響が市外にまで及んでおり、市政に対する説明責任は市

民や市内在住者に留まらない。 

また、本市の情報公開条例が平成 10 年に施行となったのち、平成 13 年に国の情

報公開法が施行されている。この情報公開法では全ての者に情報公開請求権を認め

ており、各自治体においてもこの法の趣旨に沿った施策の実施が求められている。 

さらに、全国的に地方行政のデジタル化が推進されており、市が保有する情報に

ついても官民や地域の枠を超えた利活用を前提としなければならない。 

これらの事項を踏まえ、本市における今後の情報公開制度の在り方として、請求

権者は市民等に限定すべきではないことから、請求権者を「何人も」へ拡大する。 

 

【請求権者拡大イメージ】 

別添１ 参照 
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⑵ 手数料（新設） 

行政情報開示請求に対する対価として、新たに手数料を定めることについて検討する。 

 

【現状】 

いわき市情報公開条例により、手数料は無料としている。 

ただし、写しの作成及び送付に要する費用については実費の負担を求める。 

● いわき市情報公開条例 

（費用負担） 

第 13条 行政情報の開示に係る手数料は、徴収しない。 

２ 写しの交付により行政情報の開示を受ける請求者は、当該写しの作成及び

送付に要する費用を負担しなければならない。 

 

【現行制度の経過】 

① 懇話会からの提言 

情報公開制度の運営にあたっては、職員人件費、窓口整備費、決定通知書等の

印刷費、請求者との連絡調整にかかる通信運搬費、不服申し立てがあった場合の

審査会運営費など多種・多額の費用が生じる。 

手数料の設定について自治体間で様々な相違点があるが、閲覧等に係る手数料

を設定するかという点に大きな違いがあり、次の２つの考え方に大別される。 

・ 情報の開示は「特定の者のためにする事務」であり、公平な負担の原則から

受益者負担とすべき。（制度の趣旨を逸脱した請求の抑制も兼ねる） 

・ 公正で開かれた行政運営の推進を目的に開示請求権を保障するという趣旨

に鑑み、住民側の権利と行政側の義務とを具体化する基本的手段である行政

情報開示請求は無料とすべき。 

懇話会においては手数料を設定すべきとの意見もあったものの、情報公開制度

の創設にあたり、市民の利用を促進することが重要であるとの見地に立って、手

数料を設定するべきではないと結論付けた。 

ただし、将来においては事務量の増加に伴う手数料の設定も検討すべきとの意

見も相当数あった。 

 

② いわき市情報公開条例の制定 

いわき市情報公開条例における開示請求に対する手数料の設定にあたっては、

懇話会の提言による考えを採用し、市民等の制度利用を促進する観点から手数料

を無料としている。 
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【中核市の動向】 

● 手数料（実費以外の費用）の設定状況 

手数料を設定していない 53市 

手数料を設定している ８市 

 

一律で設定 ２市 

区分ごとに設定 ６市 

① 市民等／市民等以外    ４市 

② 市民等／市内法人／その他 １市 

③ 営利目的／その他     １市 

 

● 手数料の額 

別添２参照 

 

● 条例制定後に手数料の設定を見直した自治体 

無料化 ４市 福島市、八王子市、尼崎市、久留米市 

有料化 ３市 柏市、豊田市、那覇市 

増額 １市 吹田市 

新規区分の設定 １市 郡山市 

 

● 有料化・無料化の理由 

〔有料化〕 

・制度利用者とその他の者における費用負担の公平性を図るため 

・受益と負担の公平性を確保するため 

・制度利用と費用負担のバランスを図り、制度を適切に維持するため 

〔無料化〕 

・市政への市民参加を促進するという条例の目的を達成するため 

・公正で開かれた市政の実現に向け、より利用しやすい制度とするため 

・情報公開制度の趣旨に鑑み、開かれた行政を実現するため 
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【見直し案】 

≪案１ 請求者に対し一律に手数料を設定する≫ 

情報の開示を「特定の者のためにする事務」であるととらえ、公平な負担の原則

から受益者負担とし、市民、その他の者に関係なく一律に手数料を設定し、これを

徴収する。 

 

● 設定する手数料案 

開示実施手数料として、開示対象文書１枚あたり 10円（別添３参照） 

※ 設定する場合の金額については別に要検討。 

 

● 課題 

・ 現在、手数料を無料としている市民等に対しても手数料を設定、徴収するこ

ととなり、現行制度における請求権者にとっては制度後退につながる。 

・ 市民等に対しても手数料を設定することについて理解を得る必要。 

 

≪案２ 市民等以外に対し手数料を設定する≫ 

現行の条例の下では、請求権がある市民等に対して手数料は徴収しておらず、開

示の実施に要する実費のみ費用負担を求めている。これは、条例が「市の機関の諸

活動を市民に説明する責務」及び「市民の的確な理解と批判の下にある公正で民主

的な市政の推進に資すること」をその目的としているところ、その目的達成のため、

制度の利用促進及び住民の権利保障、行政側の義務を具体化するための基本的手段

である行政情報開示請求は無料とすべきとの判断によるものである。 

今回の見直しに伴い請求権者が拡大となっても現行条例により請求権がある者

（市民等）に対する費用負担の考え方に変更はない。しかし、新たに請求権が生じ

た者については、請求権を新たに認めるものの、行政情報開示請求にあたっては市

職員の事務が新たに発生することとなり、この事務処理に要する費用については当

該請求による受益者（請求者）が負担すべきものである。 

このことから、市民等以外の者については手数料を設定し、これを徴収する。 

 

● 手数料負担イメージ 

別添４参照 

 

● 設定する手数料案 

案１と同様（別添３参照） 

 

● 課題 

・ 市の政策が市外にも影響していることに鑑み請求権者を拡大するのであれば、

市民等以外であっても市政への参画を促すため、利用しやすい制度とすべき。 

・ 請求権者の拡大に伴い、年間どの程度の請求が生じ、どの程度の事務負担が

生じるか予測できない現在において、適切な費用の設定が可能であるか。  
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≪案３ 現状どおり（実費負担のみ）≫ 

情報公開制度はその目的にあるとおり、「市政運営の公開性の向上を図り、もって

市の機関の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにすること及び市民の的

確な理解と批判の下にある公正で民主的な市政の推進に資する」ための制度である。

このことから、情報公開制度はできる限り利用しやすい制度である必要があり、費

用負担についても最小限とすべきである。 

新たに市民等以外に対して請求権を認めることとしてもこの考え方に変わりはな

く、市の施策の影響が市外にも及んでいることから請求権を拡大したことを踏まえ

ると、従前から請求権があった市民等と同様に知る権利を保障すべきである。 

このことから、手数料について設定しない。 

ただし、請求権の拡大に伴い、情報公開制度の運営に支障が生じるような事態が

見込まれる場合には、手数料の設定について再度検討することとする。 

 

● 課題 

・ 請求権の拡大に伴い市外事業者等による営業目的の請求が急増した場合など、

情報公開制度の本来の目的から外れた請求に対応するための市職員の負担が発

生し、間接的に市民等に負担が生じる。 

 

 

 

【参考】 

市では行政情報開示請求の比率が最も高い金入設計書について、令和６年度より情

報提供としてこれを公表する制度の開始を予定している。これにより、情報公開件数

については大幅に減少するものと見込んでいる。 

● 開示請求件数の推移 

年度 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

請求全体 575 件 822 件 794 件 1,065 件 1,229 件 

 金入設計書件数 379 件 634 件 601 件 817 件 982 件 

 金入設計書割合 65.9 ％ 77.1 ％ 75.7 ％ 76.7 ％ 79.9 ％ 

 

● 情報提供制度による効果の試算（令和４年度ベース） 

 金入設計書 下水道台帳 その他 合計 効果 

導入前 982 件 98 件 149 件 1,229 件 
73％ 減 

導入後 84 件 98 件 149 件 331 件 

※ 情報提供制度では 500 万円以上の建設工事等を対象に情報提供（公表）を

実施することとしている。令和４年度の請求実績によると、情報提供制度の開

始により金入設計書に係る請求の約 91.5％について情報提供が可能となる。 
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⑶ 権利濫用の防止（新設） 

請求権者の範囲を拡大する場合、情報公開制度の趣旨に反する請求(悪意ある請求)が

行われるリスクが高まることから、請求権の濫用と認められる場合に請求を拒否するこ

とについて検討する。 

 

【現行制度の経過】 

現行条例においては権利の濫用についての規定は無く、懇話会の中でも特段議論は

されていない。 

ただし、開示を受けた情報の適正使用については次のとおり規定している。 

● いわき市情報公開条例 

（適正使用） 

第４条 行政情報の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例

の目的に即して適正に使用しなければならない 

これは社会通念上の良識に従った使用の責務を訓示的に定めたものであり、開示を

受けた情報を使用し第三者の権利利益を不当に侵害することのないよう、条例の目的

を逸脱する行為に対する指導の根拠となるもの。 

 

【中核市の動向】 

● 中核市における権利の濫用に係る規定の有無 

規定無し 48市 

規定有り 14市 

条例のみ     ７市 

条例＋要綱・基準 １市   要綱・基準のみ ２市 

条例＋手引等   ３市   手引等のみ   １市 

 

● 権利の濫用にあたると判断した事例 

・ 全ての課に対して公開時の立会を求めるなど、請求の目的が行政文書の公開

以外にあることが明らかに認められたため、濫用と判断した。 

・ 請求者が閲覧，費用の支払等をしない等の理由により、権利濫用と判断し、そ

の状態が解消されるまで、新たな開示請求の処理を保留する旨を請求者に通知

して対応した。 

・ 対象公文書が大量（約 17万件）となる請求があり、対象文書の範囲を絞り込

むよう補正を求めたが応じなかったため、権利の濫用に当たると判断した。 
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【見直し案】 

≪権利の濫用に係る規定を定める≫ 

請求権拡大に伴うリスク回避のため、権利の濫用に係る規定を定める。また、実

効性のあるものとなるよう、具体的な基準等を定めるとともに、広く知らしめる。 

 

● 他自治体の条文例 

（権利の濫用の禁止） ⇒ 品川区 

第○条 この条例の規定に基づき行政情報の公開または自己情報の開示を請求

しようとする者は、その権利を濫用してはならない。 

（開示請求権） ⇒ 江戸川区 

第○条 何人も、実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。 

２ 何人も、この条例に基づく行政文書の開示を請求する権利を濫用してはな

らない。 

（利用者の責務） ⇒ 荒川区 

第○条 この条例の定めるところにより情報の公開又は提供を受けようとする

ものは、情報の公開等を請求する権利を濫用することなく、第１条に規定す

る目的に即した適正な請求に努め、情報の公開等を受けたものは、これによ

って得た情報を、同条に規定する目的に即して適正に使用しなければならな

い。 

２ 実施機関は、利用者が前項の請求をする権利を濫用していると認める合理

的な理由があるときは、当該請求を拒否することができる。 

 

 

 

【参考】 

全国市民オンブズマン連絡会議が実施した情報公開制度に係る調査結果（都道府県・

政令市・中核市対象）の中で、権利の濫用について次のとおり示されている。 

・ 権利濫用を理由とする請求の却下（または拒否）の運用が自治体によって恣意

的に行われる可能性を危惧せざるを得ない。 

・ 却下規定がなくても、請求が権利濫用にあたるごく例外的な事例が発生した場

合には、請求は却下できる。 

・ 権利濫用の判断がそれこそ濫用されるのではないか。 

・ 濫用判断の制度設計においては、濫用に該当する場合をできるだけ容易に判断

できるよう、事例の類型化と具体例を定めること、公正な手続きを行うために、

公平な第三者の決定への関与を組み込み、それを条例化することが、恣意的な運

用を防止するとともに、自治体職員の判断を容易にするうえでも必要と考える。 

 

  



14 

 

⑷ 不開示情報（変更） 

【概要】 

令和５年４月より改正個人情報保護法が施行となったことに伴い、個人情報保護制

度における不開示情報は国と市の間で同一の規定となった。一方、情報公開制度にお

ける不開示情報は、国と市の間で大枠は変わらないものの、条文レベルでの整合性は

図られていない。 

このことから、情報公開条例に定める不開示情報について、情報公開法に合わせた

内容とすることについて検討する。 

 

【理由】 

行政情報開示請求における不開示情報と個人情報開示請求における不開示情報につ

いては、これまでどちらも条例により定めていたことから、整合性が図られた内容と

なっていた。しかし、令和５年度に改正個人情報保護法が施行され、個人情報開示請

求における不開示情報については個人情報保護法の定めによることとなったことから、

行政情報開示請求と個人情報開示請求における不開示情報について、不開示情報の大

枠は変わらないものの、条文レベルでの整合性は図られておらず、不開示等の判断に

あたり微妙な差異が生じるおそれがある。 

このことから、情報公開条例に定める不開示情報についても、情報公開法に合わせ

た内容とし、整合性を図るもの。 

 

● 令和５年３月以前 

 情報公開に係る不開示情報 個人情報開示に係る不開示情報 

国 情報公開法 個人情報保護法 

いわき市 情報公開条例 個人情報保護条例 

 

● 令和５年４月以降 

 情報公開に係る不開示情報 個人情報開示に係る不開示情報 

国 情報公開法 
個人情報保護法 

いわき市 情報公開条例 

※ 情報公開法と個人情報保護法における不開示情報は整合性が図られている。 

 

【見直し案】 

● 不開示情報の比較 

別添５ 参照 
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５ 情報提供の推進 

今回の情報公開制度の見直しにあたっては、条例に定める事項の見直しとは別に、条例

の趣旨に沿った市の自主的な情報提供の推進を図るべきである。 

このことから、情報公開制度の充実の一環として、次の事項についても取り組みを進め

ることとしている。 

 

【情報提供による金入設計書の公開】 

本市における行政情報開示請求は年々増加傾向にあり、特に金入設計書に関する開

示請求は直近の令和４年度において、請求全体の約８割を占めている。金入設計書に

ついては全部開示となる場合がほとんどであり、開示請求によらず、市が積極的に情

報提供を行っても市の業務に支障は生じない。このことから、金入設計書の情報提供

の実施に向けた全庁的な運用ルールを定めることにより、開かれた市政の推進を図る

とともに、行政情報開示請求に係る職員の事務負担軽減を図る。 

 

 

６ 検討の進め方 

審議会への意見聴取（大まかな方向性） ⇐ 今回 

   ↓ 

市において審議会からの意見を踏まえた制度見直し案の再検討 

   ↓ 

審議会への意見聴取（見直し方針のとりまとめ） 

   ↓ 

パブリックコメントによる市民意見の募集 

   ↓ 

審議会への意見聴取（見直し内容決定） 

   ↓ 

市において見直し内容確定 

   ↓ 

情報公開条例改正案を議会へ提出 

   ↓ 

改正条例 公布 

   ↓ 

必要に応じて市民周知 

   ↓ 

改正条例 施行 



別添 １ 

【 請求権者拡大イメージ 】 

 

現 状 

市民 市民等  

・ 市の区域内に

住所を有する者 

・ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

その他の団体 

・ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

・ 市の区域内に存する学校に在学する者 

・ 前各号に掲げるもののほか、市の機関の事務又は事業

に利害関係を有するもの 

（例：納税義務者、不動産所有者、行政処分関係者など） 

   

見直し後 

何人も 

市民 市民等 市民等以外 

・ 市の区域内に

住所を有する者 

・ 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人又は法人

その他の団体 

・ 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

・ 市の区域内に存する学校に在学する者 

・ 前各号に掲げるもののほか、市の機関の事務又は事業

に利害関係を有するもの 

（例：納税義務者、不動産所有者、行政処分関係者など） 

（想定される市民等以外の情報公開請求者） 

・ 入札参加予定の市外事業者 

・ 市内への出店を検討している事業者 

・ 学術研究関係者 

・ オンブズマン 

・ 大手システム開発事業者（積算システム、

地図ソフト、各種行政サービス） 

 



別添 ２ 

【 中核市における開示請求・開示実施手数料の設定状況 】 

 開示請求手数料 開示実施手数料 

川口市 

公文書１件あたり、 

・市民等 100円 

・市民等以外 200円 

 

越谷市 
公文書１件あたり、 

・市民等以外 200円 （市民等は無料） 
 

柏市  

〔閲覧〕 

50枚までごとに、 

・市民等 50円  ・市内法人等 75円  ・その他 100円 

〔写しの交付〕 

Ａ４白黒１枚当たり、 

・市民等 10円  ・市内法人等 15円  ・その他 20円 

（実費負担を含む） 

横須賀市 請求１回あたり、300円 

〔閲覧〕 

100枚までごとに、100円 

〔写しの交付〕 

Ａ４白黒１枚当たり、20円（実費負担を含む） 

※ 閲覧・写しの交付ともに 300円までは無料 

豊田市 請求１件あたり、200円 100枚を超えた枚数１枚当たり、10円 

吹田市 請求１件あたり、市民等以外は 300円 部分開示となる場合は開示文書が 100枚を超えた枚数１枚当たり、5円 

枚方市 任意開示（請求権者以外）の場合、請求１件あたり 300円  

那覇市  
営利目的の請求の場合は写しの交付（白黒）1枚あたり、30円 

（実費負担を含む） 

※ この他、開示する文書の規格・媒体により細かく設定されている場合がある。 



別添 ３ 
【 手数料積算 】 

 

総務省における手数料の積算方法をベースに積算すると次のとおり。 

① 開示請求書の記載事項の確認等の受付事務 35円（１分） 

② 請求のあった行政文書の探索事務 168円（4.83分） 

③ 開示・不開示の審査事務 376円（全部開示 1分/一部開示・不開示 15分） 

④ 決定通知書の記載、公印押印、封筒あて先記載等の書面作成事務 58円（1.67分） 

⑤ 決定通知書の送付事務 35円（1分）＋ 郵送代 82円 

※ 人件費単価：１時間当たり 2,093円 

・いわき市職員平均給与月額：324,400円（R5.1時点） 

・いわき市職員平均時給 ＝ 給料月額×12か月÷（7.75時間×（５日×52 週－休日）） 

＝ 324,400 円×12 か月÷（7.75 時間×（５日×52 週－20）） 

≒ 2,093円 

 

総務省ではパブリックコメントの結果を踏まえＣ案の積算を採用している。 

本市においてもＣ案の積算を採用した場合、請求１件当たりに要する人件費は 210円となる。 

これを開示文書１枚あたりに置き換えると次のとおり。 

① 令和４年度情報公開請求件数 246件（情報公開センター受付分のみ。金入設計書は除く。） 

② ①に係る開示文書枚数 5,121枚 

③ 請求１件あたり平均開示枚数 20.8枚（②÷①） 

④ 開示文書１枚あたり職員人件費単価 10円（210円÷③） 

よって、本市における手数料は 10円とする。 
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別添 ４ 

【 費用負担イメージ 】 

 

現 状 

区分 市民等  

写しの作成に要する費用 

（コピー代） 

白黒１枚当たり  10円 

カラー１枚当たり 20円 

手数料 無料（設定無し） 

費用負担の例 

（対象文書が白黒 10ページの場合） 

≪ 閲覧 ≫ 

無料 

≪ 写しの交付 ≫ 

100円（10円×10枚） 

   

見直し後 

区分 市民等 市民等以外 

写しの作成に要する費用 

（コピー代） 

白黒１枚当たり  10円 

カラー１枚当たり 20円 

手数料 無料 １枚当たり 10円 

費用負担の例 

（対象文書が白黒 10ページの場合） 

≪ 閲覧 ≫ 

無料 

≪ 写しの交付 ≫ 

100円（10円×10枚） 

≪ 閲覧 ≫ 

100円（10円×10枚） 

≪ 写しの交付 ≫ 

200円（10円×10枚＋10円×10枚） 

 
 ⇑ 変更なし 

⇑ 請求権者拡大に伴い新規設定 

※ 金額については今後要検討 

 



別添 ５ 

【 条例と法における不開示情報比較 】 

情報公開条例 情報公開法 
 

（行政情報の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があった場合は、当該開示請求に係る行政

情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれか

が記録されているときを除き、当該請求者に対し、当該行政情報につい

て開示をしなければならない。 

（行政文書の開示義務） 

第五条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文

書に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが

記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しな

ければならない。 

【法令秘情報】 

(１) 法令の規定により開示をすることができないと認められる情報 ※ 他の法令により不開示となる情報については、通常、本条各号のいずれ

かに該当するものと考えられるため、規定がなくても実質的には不開示

となる。 

【第３者に関する情報】 

(２) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文

書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、

動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。）により特定の個

人を識別できるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ

とはできないが、開示をすることにより、なお個人の権利利益を害するお

それがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

一 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図

画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作そ

の他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第二項において同

じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合す

ることにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、

なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報

を除く。 

  



情報公開条例 情報公開法 
 

ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定

されている情報 

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定

されている情報 

イ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示をすること

が必要であると認められる情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要で

あると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員（国家公務員法（昭和 22年法律第 120号）第２条第

１項に規定する国家公務員、地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第

２条に規定する地方公務員並びに特定地方独立行政法人（地方独立行政

法人法（平成 15年法律第 118号）第２条第２項に規定する特定地方独立

行政法人をいう。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情

報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務

員の職及び氏名に係る部分 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第

二条第一項に規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成十一年法律

第百三号）第二条第四項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除

く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」とい

う。）第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員

及び職員、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二条に規

定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十

五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がそ

の職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の

職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

【匿名加工情報】 

 一の二 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第六十

条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報（同条第四項に規定する行

政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号にお

いて「行政機関等匿名加工情報」という。）又は行政機関等匿名加工情報

の作成に用いた同条第一項に規定する保有個人情報から削除した同法第

二条第一項第一号に規定する記述等若しくは同条第二項に規定する個人

識別符号 

  



情報公開条例 情報公開法 
 

【法人等事業活動情報】 

(３) 法人その他の団体（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する

情報の公開に関する法律（平成 13年法律第 140号）第２条第１項に規定

する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政

法人（地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人を

いう。以下同じ。）を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事

業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示をすることにより、

当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害

するおそれがあるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によ

って生じ、又は生ずるおそれのある危害又は侵害から人の生命、身体、健

康、財産又は生活を保護するため、開示をすることが必要であると認めら

れる情報を除く。 

二 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行

政法人を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個

人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認

められる情報を除く。 

イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれがあるもの 

ロ 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたも

のであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされ

ているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状

況等に照らして合理的であると認められるもの 

【公共安全情報】 

(４) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防

その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執

行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政

機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 

【国等協力関係情報】 

(５) 市の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法

人及びその他の公共団体（以下「国等」という。）の機関との間における

協議、依頼等に係る事務又は事業に関する情報であって、開示をすること

により、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの 

三 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機

関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉

上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の

理由がある情報 

  



情報公開条例 情報公開法 
 

【意思形成過程情報】 

(６) 市の機関内部又は市の機関と国等の機関との間の審議、検討、協議等

に関する情報であって、開示をすることにより、率直な意見の交換若しく

は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱

を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益

を及ぼすおそれがあるもの 

五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部

又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にする

ことにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損な

われるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

【事業遂行情報】 

(７) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、人事管理その他の市

の機関の事務又は事業に関する情報であって、開示をすることにより、当

該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う

事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関

し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為

を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ 

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共

団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不

当に害するおそれ 

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害

するおそれ 

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼ

すおそれ 

ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人

に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 














































































































